
令和２年５月１日

保護者の皆様へ

小松島市教育委員会

家庭における新型コロナウイルス感染症への対応について（お願い）

（令和２年５月１日時点）

保護者の皆様には，これまで，新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けて，適

切に対応いただいておりますことに感謝申しあげます。

さて，ゴールデンウィークを迎えるにあたり，「学校でのクラスター感染を発生させ

ない」方針のもと，より一層の万全を期すため，小・中学校の臨時休業期間を当初予

定していた５月６日（水）から５月２４日（日）まで延長します。

小松島市教育委員会としましては，新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐためには，

今が重要な時期と考え，小松島市内の小・中学校の臨時休業を延長します。

保護者の皆様には，引き続き感染防止に十分ご留意いただき，対応にご理解・ご協

力いただきますよう，よろしくお願い申しあげます。

臨時休業の期間 ５月７日（木）から５月２４日（日）までの予定

※県が休校期間を延長した場合や，県内で感染拡大の兆しがある場合には，

期間を延長する可能性があります。その際は，改めてお知らせします。

１ 学校との連絡体制について

今後あらたな情報を迅速かつ正確にお知らせするため，学校のホームページ上

で情報発信及びメールや電話等による連絡を行いますので，常にご確認してくだ

さい。

２ 感染拡大を防止するための対応策について

(1) 臨時休業中は，不要不急の外出を控え，とくに緊急事態宣言の指定する地域や

集団感染リスクの高まる【密閉・密集・密接】にあたる場へのお出かけは自粛し

てください。児童生徒の健康保持の観点から，児童生徒の運動不足やストレスを

解消するために行う運動の機会を確保することも大切であり，日常的な運動（ジ

ョギング，散歩，縄跳びなど）などを安全な環境のもとで行っていただきたいと

考えます。

(2) 朝・夜，お子様の検温をしていただくとともに，健康状態を確認していただき，

記録をお願いします。もし，発熱等の風邪の症状が見られる場合には，十分な休

養がとれるようご配慮ください。

(3) 家族等居住を共にする方が感染者となった場合は，感染者と最後に濃厚接触を

した日から１４日間は，他者への感染防止のため，外出を控えてください。

その場合を含め，お子様が感染した場合は，速やかに学校までご連絡ください。



(4) お子様が自宅で過ごす生活が長期にわたって続くことを踏まえ，食事，睡眠，

運動など，健康維持にご留意ください。またスマートフォンやタブレット端末等

によるゲーム，ＳＮＳ等の長時間使用や不適切な使用をしないよう，ご指導をお

願いします。

３ 臨時休業に伴う教育活動等について

(1) 家庭で取り組める学習プリント等の課題については，学校からお知らせします。

各学校で必要に応じて，臨時登校を行う場合もあります。

(2) 部活動等については，臨時休業中，中止します。活動の再開については，現状

を見極めた上で判断します。

４ その他

(1) 必要に応じて，また状況が変わり次第，学校等を通じてお知らせします。

(2) 転出入を予定しているご家庭は，学校までお知らせください。


